
鉾田市立大洋小学校ＰＴＡ会則

第１章 総則
（名称及び事務局）
第１条 本会は鉾田市立大洋小学校ＰＴＡとし、事務局を大洋小学校におく。
（会員）
第２条 本会の会員は、大洋小学校に在籍する児童の保護者と大洋小学校に勤務する教職とす

る。
（目的）
第３条 本会は、学校と家庭、地域社会の連携を密にすることにより、児童の健全な成長と

福祉の増進を図り、教育の向上、発展を期することを目的とする。
（事業）
第４条 本会は、前条の目的を達成するため、概ね次の事業を行う。

１ 児童の学習、健康、福祉の向上に関すること
２ 児童の保護及び指導に関すること
３ 学校の教育環境の整備に関すること
４ 学校及び家庭、地域との連携に関すること
５ 会員相互の交流と教養の向上に関すること
６ 関係団体、諸機関との連携に関すること
７ その他前条の目的達成のために必要なこと

（活動方針）
第５条 本会は次の活動方針に従って活動する。

１ 本会は、自主独立の任意団体であり、第３条に定める目的を共有する団体や機関
と協力するが、他のいかなる団体の支配、統制、干渉を受けない。

２ 特定の政党や宗教に偏らず、また、営利を目的とする活動は行わない。
３ 本会又は本会役員の名を使用して、公職選挙の候補者を推薦しない。
４ 学校に対して、第３条の目的達成に必要な資料を提供し意見を具申するが、学校
の管理や教職員の人事には干渉しない。

第２章 役員
（役員）
第６条 本会に次の役員を置く。

⑴ 名誉顧問 1名（学校長）
⑵ 会長 1名
⑶ 副会長 3名（内１名は教頭）
⑷ 監事 2名（他の役員との兼務はできない）
⑸ 幹事 3名（書記・会計、保護者2名・教職員1名）

（役員の任務）
第７条 役員の任務は次のとおりとする。

１ 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
２ 副会長は、会長を補佐し、会長不在の時はこれを代行する。
３ 監事は、会計とその営む事業を監査し、総会に報告する。
４ 幹事は、会長の指示に従い、本会の庶務（書記・会計等）を行う。

（任期）
第８条 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、役員が第２条に規定する正会員

の地位を失った場合には、新たな役員を充てるものとし、その任期は当該役員の残任
期間とする。

（役員選出）
第９条 役員は会員の中から次のとおり選出する。別に内規を定める。

１ 会長、副会長、監事は、PTA全会員より、以下の【選出方法】に従って選出し、
PTA総会で承認を受ける。
【選出方法】
・第１ステップ…全学年保護者に希望をきき、希望者の中から役員を選出する。
・第２ステップ…希望者がいない場合は、会長・副会長は第4・5学年の保護者か
ら、幹事、監事は第６学年の保護者の中から選出する。

２ 教職員に委嘱するときは、学校長の承認を得るものとする。
（顧問）
第10条 本会に顧問を置くことができる。

1 顧問は、会員・非会員を問わない。
2 顧問は、会長の諮問に応じる義務を負う。
3 顧問は、役員会の推薦により会長が委嘱する。

第11条 本会に名誉顧問を置く。
1 名誉顧問は、校長を以て充てる。

第３章 常任委員会
（常任委員会）
第12条 本会に次の常任委員会を置き、事業の遂行にあたる。

（１）企画運営委員会 （４）家庭教育学級委員会
（２）保健委員会 （５）子育てネットワーク委員会
（３）環境委員会

（任務）
第13条 常任委員会の任務は次のとおりとする。

１ 企画委員会は、学校行事における運営面での協力に務める。



２ 保健委員会は、学校保健委員会の構成委員として、児童の心身の健全な発育に努め
る。

３ 環境委員会は、安全な環境の維持、改善に努める。
４ 家庭教育学級委員会は、家庭教育のあり方を研究する。
５ 子育てネットワーク委員会は、他校との交流と教養の向上に努める。

（選出）
第14条 常任委員会の委員は学年から選出し、委員長及び副委員長を互選する。
（任期）
第15条 常任委員の任期は１年とする。ただし、再任は妨げない。
（細則への委任）
第16条 常任委員会の活動内容、常任委員の人数及び選出方法等については、別に細則を定め

る。

第４章 総会
（構成）
第15条 総会は、正会員で構成し、本会の最高決議機関とする。
（会議）
第16条 総会は年１回定期に開催する。ただし、会長が必要と認めた場合は、臨時に開催する

ことができる。
（総会）
第17条 総会は次の事項を審議し、決議する。総会の議長は、役員以外の会員から選出する。

１ 会則の改廃
２ 事業計画及び事業報告
３ 予算及び決算
４ 会計監査状況の報告
５ 役員（会長、副会長、監事）の承認
６ その他、本会の運営上会長が必要と認めたこと

（定足数）
第18条 総会は、委任状を含め正会員の３分の１の出席により成立し、出席者の過半数により

決議する。可否同数の場合は、議長が決することができる。

第５章 会議
（会議）
第19条 本会の会議は、役員会、運営委員会、合同委員会、常任委員会とする。
（役員会）
第20条 役員会は、監事を除く役員で構成する。役員会は会長が必要と認めたときに開催し、

会務の遂行上の課題の整理と連絡、調整を行い、運営委員会で扱う議事について審議す
る。

（運営委員会）
第21条 運営委員会は、監事を除く役員、常任委員会委員長、学校代表者により構成する。
（運営員会の任務）
第22条 運営委員会は会長が必要と認めたときに開催し、次の事項を審議し執行する。

１ 事業計画の具体化と予算の活用
２ 常任委員会間の連絡、調整
３ 役員の推薦、選出
４ 役員選出内規、常任委員会細則、慶弔規定等の変更
５ その他会の運営上必要なこと

（合同委員会）
第23条 合同委員会は、監事を除く役員、常任委員会で構成し、PTA活動全般について意見

交換・調整を図る。
（常任委員会の開催）
第24条 常任委員会は、会長の了承を得た上で各常任委員長が開催する。常任委員会の事業は

運営委員会の決定に反しない範囲で執行される。

第６章 会計
第25条 本会の経費は、会費その他の収入をもって充てる。
第26条 本会の会費は、一戸当たり当該年度の予算において定める。
第27条 本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。

第７章 その他
第28条 本会の慶弔に関する規定は別に定める。

付 則
・本会則は、令和４年４月２３日より施行する。
・令和７年４月１９日一部改正
・令和８年４月１８日一部改正


